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第１ 章　 地方創生総合戦略（ 令和８ ～1 2 年度）

第２ 章　 計画の策定体制

第３ 章　 用語解説



（ １ ） 御浜町の地方創生の経過

これまでの地方創生について

　 地方創生は、出生率の低下による少子化や転出超過によって引き起こさ れる人口の減少に

歯止めをかけ、東京圏への人口集中を是正し 、それぞれの地域における住みよい環境を確保し

て、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的とし ています。

　 平成2 6 年1 1 月、まち・ ひと・し ごと 創生法が制定さ れ、国において「 第一期まち・ ひと・し ごと

創生総合戦略」が策定さ れまし た。本町においても 、国の取組やまち・ ひと・し ごと 創生法の趣旨

を踏まえ、平成2 8 年２ 月に第１ 次、令和３ 年３ 月に第２ 次の「 御浜町まち・ ひと・し ごと 創生総合

戦略」を策定し 、様々な施策を展開し 、戦略的に持続可能な地域づく りを推進し てきまし た。

　 また、令和３ 年、国は「 デジタ ル田園都市国家構想」を始動し 、令和４ 年1 2 月に「 デジタ ル田

園都市国家構想総合戦略」を策定すること で、デジタ ルの力を活用し て地方創生を加速化・ 深

化し 、全国どこでも 誰も が便利で快適に暮らせる社会を目指すとしまし た。本町においても 、国

と 歩調を合わせ、これまでの地方創生の意識や取組を発展、継承さ せる形で、令和５ 年1 0 月に

「 御浜町デジタ ル田園都市国家構想総合戦略」を策定し 、デジタ ルの力を活用し た人口減少や

少子高齢化、地域経済の縮小などの諸課題に取り 組みまし た。

これからの地方創生

　 地方創生は1 0 年を経て、いまだに人口減少は進み、東京一極集中の状況は解消に至らず、

地方においては少子高齢化の影響による人手不足の進行や若者や女性の地方離れが進み、課

題の解決には時間がかかる状況と なっています。

　 し かし 、国を挙げた人口減少問題への対処の開始、地方移住への関心の高まり など一定の成

果も 見られる中、若者や女性が地域から 流出する要因へのリ ーチの不足、人口減少を受け止め

た上での対応の不足、国と 地方の役割の検討、省庁間・ 自治体部局間の連携の不足、地域のス

テーク ホルダー［ ※］が一体と なった取組の不足などの反省を踏まえ、イン バウンド の増加、リ

モート ワーク の普及、A I・ デジタ ルなどの急速な進化・ 発展と いった追い風も 活用し て、こ のた

び、国の地方創生への取組と 歩調を合わせた本町の新し い地方創生総合戦略が始動し よう と

し ています。
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　 本町の地方創生総合戦略は、これまでの施策や取組を今後も 引き継ぐとともに、国の地方創

生2 .0 に掲げる基本姿勢・ 視点を踏まえ、政策の柱や政策パッケージを参考とし つつ、本町の地

域性に適し た施策の展開を図っていきます。

　 また、人口減少や少子高齢化、地域経済の縮小など、本町が直面する大きな課題に対し て挑

戦する施策（ 重点プロジェクト ）とし て位置づけ、「 第６ 次御浜町総合計画」に設定さ れた各施策

の推進力を高めていきます。

　 なお、地方創生総合戦略は「 第６ 次御浜町総合計画」に内包し 、一体的に推進し ていく こと か

ら、計画の期間は令和８ 年度から令和1 2 年度の５ 年間とします。

（ ２ ） 基本的な考え方と 位置づけ・ 計画期間
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年齢３ 区分別将来人口の推計

　 年齢３ 区分別の人口のすべてにおいて令和２ 年以降は減少の推計と なっています。令和1 2

年において年少人口5 4 4 人（ 割合： 7 .9％）、生産年齢人口3 ,1 2 7 人（ 割合4 5 .6％）、高齢者人口

3 ,1 9 0 人（ 割合4 6 .5％）と 推計さ れており 、生産年齢人口と 高齢者人口の逆転が見られる状況

となっています。

（ １ ） 総人口の目標

 国立社会保障・ 人口問題研究所による

「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ 年

推計）」をベースに御浜町独自での将来

推計を行いまし た。
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５ 歳階級別男女数の推計

　 令和２ 年と 3 0 年後の令和3 2 年を５ 歳階級別男女数でみてみると 、総人口は8 ,0 7 9 人から

4 ,6 9 1 人へ3 ,3 8 8 人の減少（ 約４ 割減）し ているも のの、7 5 歳以上の人口では極端な減少は見

られず、6 5 歳以上の高齢者は2 ,6 2 5 人（ 高齢化率5 5 .9％）と 総人口の２ 人に１人は高齢者と い

う 状況となっています。

　 また、出生数の増加につながる1 5 歳から 4 9 歳の女性の人口は、令和２ 年の1 ,0 8 5 人から

4 6 8 人へと 大きく 減少（ 約６ 割減）し ており 、今後も 本町における人口減少の現状や、こ れまで

の人口減少対策につながる町の取組状況等を踏まえ、将来人口の目標値を上回るよう 、さらな

る自然減対策及び社会減対策の両方の取組を進めていく 必要があります。
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５ 歳階級別男女数の推計

　 令和２ 年と 3 0 年後の令和3 2 年を５ 歳階級別男女数でみてみると 、総人口は8 ,0 7 9 人から

4 ,6 9 1 人へ3 ,3 8 8 人の減少（ 約４ 割減）し ているも のの、7 5 歳以上の人口では極端な減少は見

られず、6 5 歳以上の高齢者は2 ,6 2 5 人（ 高齢化率5 5 .9％）と 総人口の２ 人に１人は高齢者と い

う 状況となっています。

　 また、出生数の増加につながる1 5 歳から 4 9 歳の女性の人口は、令和２ 年の1 ,0 8 5 人から

4 6 8 人へと 大きく 減少（ 約６ 割減）し ており 、今後も 本町における人口減少の現状や、こ れまで

の人口減少対策につながる町の取組状況等を踏まえ、将来人口の目標値を上回るよう 、さらな

る自然減対策及び社会減対策の両方の取組を進めていく 必要があります。

人口構造の状況（ 令和２ 年と 令和3 2 年）

資

料

編

1 1 9



※各戦略、主な取組は、第６ 次御浜町総合計画後期基本計画「 重点プロジェクト 」を地方創生総合戦略とし て位置づけて取り 組んでいきます。

（ 第６ 次御浜町総合計画後期基本計画P4 2 ～P4 7 参照）

　 戦略目標については、生産年齢人口と 高齢者人口が逆転すると 推計さ れる令和1 2 年度にお

いて、人口ビジョ ンの推計以上の「 推計生産年齢人口3 ,2 0 0 人」、また移住定住促進の総合的

な目安とし ての「 御浜町に住み続けたいと 思う 住民の割合8 0％」を設定します。また、基本戦略

の主な取組については、総合計画の目標値に準ずるも のとします。

（ １ ） 数値目標

　 本町の人口ビジョ ンの実現に向けては、特に若年層の転出抑制と 定住促進に向けた取組を

中心に据えつつ、教育や子育て環境、住環境や雇用対策など関連する取組を重点的に推進す

るとと も に、人口減少や高齢化が進行する中にあっても 、地域コミ ュニティ や日常生活に不可

欠なサービスの維持に取り 組み、誰も が幸せを感じ 、安心・ 安全に暮らせる持続可能なまちづく

り の実現を目指し ていきます。

（ ２ ） 施策

※月別人口調査結果については、国勢調査実施年度は確定値、以降、住民基本台帳の動態結果を増減し て集計さ れます。

8 0 .0

3 ,2 0 0
みえ D a ta Bo x 人口世帯の動き

（ 月別人口調査結果 第７ 表）

住民アンケート（ 令和６ 年度）7 3 .1

3 ,6 1 8
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％
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単位
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思う 住民の割合
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戦略目標
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備考
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基本戦略１

「 安全・ 安心の確保」プロジェクト

暮らし に穏やかさ を感じ る

すべての人が、住み慣れた場所で、

安全な環境のもと 、安心し て暮らし ています。

重要施策２ 安全・ 安心な暮らし の確保

重要施策１ 健体康心と 生涯現役の促進

紀南病院

目指すところ
基本戦略１ の

基本戦略２

「 地域経済の活性化」プロジェクト

暮らし の活力を生み出す

すべての人が、地域経済を支える担い手と なり 、

暮らし の豊かさを感じ ています。

重要施策２ 地域産業の活性化と 地域内経済循環の

促進

重要施策１ みかん産地の再生

三重ブ ラ ンド 認定品「 南紀みかん」

目指すところ
基本戦略２ の

基本戦略３

「 人口減少への挑戦」プロジェクト

暮らし を未来につなぐ

すべての人が、地域に魅力と 希望を感じ 、

楽し さと 心地よさ をもって暮らし ています。

重要施策２ 町の将来を担う 人材の育成

重要施策１ 若い世代や女性が心地よく

暮らせる環境整備
新校舎（ イメ ージ 図）

目指すところ
基本戦略３ の
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計画の策定体制第   章2

第６ 次御浜町総合計画見直し の経緯1

年月日 名　 称 内　 容

令和６ 年６ 月2 0 日 第１ 回　 総合計画審議会
⃝ 諮問
⃝ 総合計画の概要と 今後の取組について

令和６ 年８ 月2 3 日 第２ 回　 総合計画審議会
⃝ 御 浜 町 ま ち づ く り に 関 す る 町 民 ア ン

ケート 調査の結果について
⃝ その他の住民参画の予定について

令和７ 年２ 月1 9 日 第３ 回　 総合計画審議会
⃝ 前期基本計画評価について
⃝ 中高生世代ア ン ケ ート 及びま ち づく り

ワーク ショ ッ プ 結果について

令和７ 年５ 月1 5 日 第４ 回　 総合計画審議会 ⃝ 後期基本計画（ 中間案） について

審議会

年月日 名　 称 内　 容

令和６ 年８ 月 全員協議会
⃝ 御浜町ま ち づく り に 関する ア ン ケ ート

調査結果報告

令和７ 年２ 月 全員協議会
⃝ 若手職員部会の提案説明
⃝ ま ち づく り ワーク ショ ッ プ 結果報告
⃝ 中高生世代アン ケート 調査結果報告

令和７ 年５ 月 全員協議会 ⃝ 後期基本計画（ 中間案） 説明

令和７ 年９ 月 全員協議会 ⃝ 第６ 次御浜町総合計画全編説明

町議会

年月日 名　 称 内　 容

令和６ 年 ５ 月1 0 日 第１ 回　 総合計画策定委員会

⃝ 庁内課長級1 6 名で 組織し 、 計画原案の
策定及び庁内調整を 実施

令和６ 年 ６ 月2 1 日 第２ 回　 総合計画策定委員会

令和６ 年 ６ 月2 6 日 第３ 回　 総合計画策定委員会

令和６ 年1 0 月2 5 日 第４ 回　 総合計画策定委員会

令和６ 年1 1 月2 1 日 第５ 回　 総合計画策定委員会

令和７ 年 １ 月2 4 日 第６ 回　 総合計画策定委員会

令和７ 年 ２ 月 ７ 日 第７ 回　 総合計画策定委員会

令和７ 年 ５ 月 ７ 日 第８ 回　 総合計画策定委員会

策定委員会

1 2 2
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年月日 名　 称 内　 容

令和６ 年７ 月
御浜町ま ち づく り に関する
アン ケート 調査

⃝ 1 8 歳以上の町民　 2 ,0 0 0 名対象
⃝ 有効回収　 7 9 1 （ 回収率 3 9 .6 % ）

令和６ 年1 0 月~ 1 1 月 中高生世代アン ケート 調査

⃝ 町内在住の中学生及び1 8 歳未満者並び
に町内の中学校に通う 町外在住の中学生

⃝ 回収状況　 2 2 3 件
（ 中学生1 6 1 件、 高校生等6 2 件）

アンケート 調査

年月日 名　 称 内　 容

令和６ 年1 0 月５ 日 ま ち づく り ワーク ショ ッ プ

⃝ テ ーマ①　
ま ち の持つ強みやそ れを 活かす方法な
ど について

⃝ テ ーマ②
今、 直面する 解決の急がれる 課題に つ
いて

令和６ 年 ８ 月１ 日 職員研修
⃝ テ ーマ①　 総合計画と は
⃝ テ ーマ②　 第６ 次御浜町総合計画の概要
⃝ テ ーマ③　 計画策定に向けて

ワーク ショ ッ プ等

年月日 名　 称 内　 容

令和７ 年
６ 月2 3 日~ ７ 月2 2 日

パブ リ ッ ク コ メ ン ト
⃝ 第６ 次総合計画　 後期基本計画（ 案）

について

住民への周知
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諮問2
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答申3
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答申3
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御浜町総合計画審議会委員名簿4

氏　 名 役職等 備　 考

山本　 章彦 御浜町議会　 議長 ◎会長

野地本　 隆 御浜町議会　 副議長

南　 州計 御浜町議会　 総務産業常任委員会　 委員長

宇城　 公子 御浜町議会　 教育民生常任委員会　 委員長

服部　 扶美佳 教育委員会　 委員

尾畑　 美鈴 農業委員会　 委員

山田　 佳延 JA 伊勢 三重南紀経済セン タ ー　 セン タ ー長

湊　 賢一郎 みえ熊野古道商工会　 理事

喜田　 さ つき 御浜町社会福祉協議会　 事務次長

立嶋　 慶太 神木防災ブ ロ ッ ク 長

山田　 芳弘 尾呂志区長会　 会長 ◯副会長

中平　 恭之
近畿大学工業高等専門学校　
総合シス テ ム工学科（ 都市環境） 教授

河上　 久美 ㈱第三十三銀行御浜支店　 次長

川崎　 涼子 ㈱Z TV 東紀州放送局　 熊野営業所課長代理

辻本　 恵 （ 一社） こ こ テ ラ ス　 職員

中島　 博子 住民代表 公募

檜作　 朋子 住民代表 公募

松原　 正子 住民代表 公募

山門　 祐典 住民代表 公募

武部　 直輝 住民代表 公募

（ 敬称略）

※役職等については、委嘱時の役職で記載し ております。
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　 所属の垣根を超えた2 0 代・ 3 0 代の有志による「 若手

職員部会」が、本計画の策定に向けた政策提言を行い

まし た。

　 若者らし い感性と 自由な議論から 生まれた数々のア

イ ディ アは、本計画をより 豊かで 多角的なも のにする

ためのヒ ント とし て、計画の至ると ころに散り ばめら れ

ています。

御浜町若手職員部会5

第６ 次後期基本計画策定にあたって

提言し たい２ つのこと

御浜町のみなさ んにとって

総合計画がより 身近になる提言

●計画をまず手に取ってもらう ために

●概要版を有効活用するために

●タ ーゲット を明確にする

より 良い総合計画を目指し た

計画内容に対する提言

●データ に基づいた説得力のある

　 立案を

●誰が読んでも 理解できる内容に

●策定委員会委員長より

　 委嘱、部会結成

部会結成
令和６ 年９ 月3 0 日

●部会員の意見交換、

　 事例収集、現状把握

●策定委員会委員長と の

　 意見交換会

意見交換等
令和６ 年９ 月～1 1 月

●提言をとりまと め、

　 町長へ提出

提言のとりまと め
令和６ 年1 1 月2 5 日

会　 長　 高本 晃良

副会長　 森本 良典

部会員　 奥西 　 優斗　 楠 　 瑠伊　 田中 脩磨　 福本 姫菜　 　

　 　 　 　 向井 まひろ 　 村田 元哉　 山﨑 悠紀

御浜町若手職員部会

! " #$ %& ' ( ) * + , - .

! " ! #$%%$&'

( ) * + , - . / 0

! " # $ %& ' ( ) * +

, - . / 0 1 2 3 資

料

編

　 所属の垣根を超えた2 0 代・ 3 0 代の有志による「 若手

職員部会」が、本計画の策定に向けた政策提言を行い

まし た。

　 若者らし い感性と 自由な議論から 生まれた数々のア

イ ディ アは、本計画をより 豊かで 多角的なも のにする

ためのヒ ント とし て、計画の至ると ころに散り ばめら れ

ています。

御浜町若手職員部会5

第６ 次後期基本計画策定にあたって

提言し たい２ つのこと

御浜町のみなさ んにとって

総合計画がより 身近になる提言

●計画をまず手に取ってもらう ために

●概要版を有効活用するために

●タ ーゲット を明確にする

より 良い総合計画を目指し た

計画内容に対する提言

●データ に基づいた説得力のある

　 立案を

●誰が読んでも 理解できる内容に

●策定委員会委員長より

　 委嘱、部会結成

部会結成
令和６ 年９ 月3 0 日

●部会員の意見交換、

　 事例収集、現状把握

●策定委員会委員長と の

　 意見交換会

意見交換等
令和６ 年９ 月～1 1 月

●提言をとりまと め、

　 町長へ提出

提言のとりまと め
令和６ 年1 1 月2 5 日

会　 長　 高本 晃良

副会長　 森本 良典

部会員　 奥西 　 優斗　 楠 　 瑠伊　 田中 脩磨　 福本 姫菜　 　

　 　 　 　 向井 まひろ 　 村田 元哉　 山﨑 悠紀
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用語解説第   章3

本文中において、［ ※］（ こ めじ るし ）が付いている用語については、以下にその用語の説明を掲載し ています。

なお、複数出現する場合は、最初の用語のみ［ ※］（ こ めじ るし ）を付けています。

行 用　 語 用語の説明

あ アウト リーチ
支援を必要とし ている人々に対し 、支援者側から 積極的に地域に出向いて関

わりを持ち、支援を提供する活動。

か

関係人口
定住人口でも 交流人口でも ない、地域と 多様に関わる人々。移住には至らな

いが、地域に継続的に関わりを持つ。

ゲート キーパー
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなぎ、見守る人

のこと 。特に自殺予防の分野で用いられる。

合計特殊出生率
一人の女性が一生の間に産む子ども の平均数を示す指標。人口の維持に必

要な水準は2 .0 7 程度とさ れる。

こども 家庭センタ ー
全ての妊産婦、こども 、子育て世帯を対象に、母子保健機能と 児童福祉機能

の一体的な相談支援を行う 拠点。

コミ ュニティ・

スクール

学校運営に地域住民や保護者が参画し 、学校と 地域が連携・ 協働し て子ども

の健全育成に取り 組む仕組みを持つ学校。

交流人口
交流人口と は、概ね、観光目的やビジネス目的で地域を訪れる旅行者などを

指す。

さ

自己効力感
ある状況下で、目標達成のために必要な行動を自分が実行できると 信じ る感

覚。自己肯定感と 関連が深い。

自己有用感

自分が他者や社会に対し て役に立っていると 感じ る感覚。ウェルビーイング

（ 身体的・ 精神的に満たさ れた幸福な状態）や主体的な社会参加の基盤と な

る。

重層的支援体制
属性や分野を問わず、住民の様々な課題に対応できるよう 、地域の相談支援

と 参加支援、地域づく りを一体的に行う 体制。

情報リテラシー
情報の収集、分析、活用、発信、評価などを行う 能力。デジタ ル社会を生きる

上で不可欠なスキルとさ れる。

森林環境譲与税
国から 森林整備を行う 市町村や都道府県に譲与さ れる財源。国の森林環境

税を原資とし ている。

スケールメリット
生産や購買の規模が大きく なるほど、コスト の削減や効率化が図れると いう

効果。

ステークホルダー
企業の活動や行政の事業によって影響を受けるすべての人々や団体。利害

関係者とも 訳さ れる。
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行 用　 語 用語の説明

さ

スマート 農業

ロボット 技術やICTを活用し て、超省力化や高品質生産を実現する新たな農

業。 

人手不足や高齢化による生産力低下に対する解決策とし て期待さ れる。

セーフティ ネット
経済的困難、失業、病気などの予期せぬ事態に直面し た人々を支えるための

社会的な仕組み。安全網と も 訳さ れる。

総合型地域スポーツ

クラブ

地域住民が主体と なり 、様々なスポーツ活動を継続的に提供する、多種目・ 多

世代・ 多志向に対応し たスポーツクラブ。

た

脱炭素社会
地球温暖化の原因と なる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼ

ロにする社会。カーボンニュート ラルと も 呼ばれる。

多文化共生社会
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関

係を築こう と することを目指す社会。

団塊の世代
第二次世界大戦後のベビーブーム期（ 1 9 4 7 年〜1 9 4 9 年）に生まれた世代。

日本の人口構成において大きな割合を占める。

男女共同参画社会
性別にかかわり なく 、社会のあら ゆる分野の活動にともに参画し 、その責任

を分かち合う 社会。

地域共生社会
制度の縦割り や「 支え手」「 受け手」の関係を超え、住民一人ひとり の暮らしと

生きがいを地域全体で支え合う 社会。

地域計画

（ 御浜町地域農業経営

基盤強化促進計画）

地域の農業を将来にわたって継続さ せるため、農業者や地域住民が話し 合

い、将来の農地利用のあり 方を定めた計画

地域幸福度

（ W e l l-Be in g）指標

経済指標だけでなく 、健康、教育、環境など、住民の主観的な幸福度や生活

の質を測るための指標。

超高齢社会
6 5 歳以上の高齢者の割合が全人口の2 1 ％を超えた社会のこと 。（ 日本は既

にこ の段階に達し ている。）

デジタ ル人材
デジタ ル技術やデータを活用し て、新たな価値創造や業務改革を推進できる

技術や知識、考え方や姿勢、価値観を持つ人材。

テレワーク
ICTを活用し 、時間や場所にとら われずに働く こと 。在宅勤務、モバイルワー

ク 、サテライト オフィ ス勤務などがある。

な

認定新規就農者
農業経営の目標などを記し た「 青年等就農計画」を提出し 、その認定を受けた

新規就農者（ 認定期間:５ 年間）

ノ ーマライゼーショ ン
障がいのある人もない人も 、特別に区別さ れること なく 、互いに支え合い、社

会生活を送れるよう にと いう 理念。
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行 用　 語 用語の説明

は

避難行動要支援者
災害発生時に自力で避難すること が困難な人。高齢者、障がい者、乳幼児、

外国人、傷病者などが含まれる。

病後児保育
子ども が病気の回復期にあり 、集団保育は困難だが、保護者の仕事などの都

合により 家庭での保育が困難な場合に利用できる保育。

フレイル予防
加齢により 心身の活力（ 身体的、心理的、社会的）が低下し た状態（ 虚弱）を予

防し 、健康長寿を目指す取り 組み。

ポータ ルサイト
インタ ーネット 上の様々な情報への入り 口と なるウェブサイト 。検索エンジン

やニュース、地域の情報を集約する。

ら レスパイト
介護者や家族が一時的に介護から 解放さ れ、休息をとること 。また、そのため

のサービス。（ レスパイト ケア）

英
数
字

３ R
Red uce（ ごみ発生抑制）、Reuse（ 再使用）、Recycle（ 再生利用）の三つの行

動の頭文字。循環型社会を目指すための原則。

ALT
Assista n t  La ng ua g e  Teache rの略。外国語を担当する教諭を補助し 、生

徒の外国語学習や国際理解を深める役割を担う 。

D X
D ig ita l Tran sfo rm a t io nの略。企業や行政がデータ やデジタ ル技術を活用

し 、製品・ サービス・ ビジネスモデルを変革し 、人々の生活水準を上げること 。

ICT
In fo rm a t io n  a nd  Co m m un ica t io n  Techno lo g yの略。情報処理や通信

に関する技術の総称。（ ITと ほぼ同義だが、活用・ 伝達を強調する。）

PD CAサイクル
Pla n（ 計画）、D o（ 実行）、Check（ 評価）、Act io n（ 改善）を繰り 返すこと で、業

務を継続的に改善する手法。

RPA

Ro b o t ic Pro cess Au to m a t io nの略語。ロボット による業務自動化の取り

組み。主にパソコン上の定型的な事務作業をソフト ウェアロボット に代行さ せ

る技術。

So cie ty5 .0
Io TやA Iなどを活用し 、経済発展と 社会課題の解決を両立する人間中心の社

会。狩猟社会から 数えて第５ の新たな社会。

Z EB化

N et Z e ro  Ene rg y Bu ild in g（ ネット・ ゼロ・ エネルギー・ ビル）の略で「 ゼブ」

と 呼ぶ。快適な室内環境を実現し つつ、省エネや再生可能エネルギー活用に

より 、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにする建築物と すること 。
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